
多様な国民に
よる地域づくり
の取組を促進

国土形成計画策定のためのウェブサイト

「インターネットでつくる国土計画」を開設しました

ＵＲＬ http://www.kokudokeikaku.go.jp/

平成１７年７月、国土形成計画法が制定され、国土交通省国土計画局では、新
しい国土形成計画の策定を始めました。

国土形成計画の策定に当たっては、より多くの方々に将来の国土のあり方に
ついて考えていただき、その意見を計画づくりに反映していきたいと考えており
ますが、それを支援するため、「インターネットでつくる国土計画」サイトを開設
しました。

サイトの主な機能

①【国土審議会における検討状況】
国土審議会に計画部会、圏域部会と５つの
専門委員会を設置して検討しています。これ
らの部会、専門委員会の開催状況をお知ら
せします。

②【国土に関する基礎データ（図表）】
人口、産業、ライフスタイル、安全・安心など、
国土の姿を示す図表を、部会等への提出資
料から提供します。

③【国土計画に関する基礎資料】
基礎的資料を提供します。
・過去の国土計画の策定経緯
・現行の全総、大都市圏・地方ブロック計画
・最近の国土審議会の報告書

幅広い国民の方々に、
国土のあり方について
考えていただくことを
期待します。

④【国土に関する議論の場】（電子会議室）
・誰もが意見を書き込める電子会議室
・参加者相互に意見交換ができる
［平成１７年１２月下旬開設予定］

お問い合わせ、イベント情報の提供はこちらへ

国土交通省国土計画局国土情報整備室

kokudokeikakuinfo@mlit.go.jp TEL 03-5253-8353  FAX 03-5253-1569

新たな計画づくりに
より幅広い国民の意見を反映

⑤【国土計画に関連
するイベント情報】

シンポジウム、セミナー、コン
クールなどの情報を提供しま
す。

イベントの開催情報をご提供
ください。

資料６









大都市への人口流入傾向の収束

地方圏から三大都市圏への人口流出は、1961年の65.1万人をピークに収束傾向にあり、2004年には
8.8万人まで減少している。
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37.7万人 三大都市圏及び地方圏における人口移動（転入超過数）の推移

（出典）総務省「住民基本台帳人口移動報告」をもとに国土交通省国土計画局作成
(注) 上記の地域区分は以下の通り。

東京圏：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 名古屋圏：岐阜県、愛知県、三重県、 関西圏：京都府、大阪府、兵庫県、奈良県 三大都市圏：東京圏、名古屋圏、関西圏
地方圏：三大都市圏以外の地域 ５



８．都市圏と生活圏域の考え方

都市圏 生活圏域

国民の生活、活動、交流等の実体面から結びつきが深いと言える中心
都市及びその周辺の市町村を一体とした圏域

生活関連サービスや地域社会の活力の維持・向上等のため政策的に目
指していくべき複数市町村からなる圏域

【例】
住民の生活の中心となる人口10万人以上で昼

夜間人口比率が１以上の都市を核都市として、
核都市への通勤通学者が、全通勤通学者の５％
以上または500人以上である市町村を含む圏域と
し、核都市が20km以内に併存する場合は、連結
して一つの都市圏とする。

◆都市圏数 85
◆都市圏人口 112,571千人

（全国比88.9％）
◆都市圏面積 16.7万k㎡

（全国比44.8％）

【例】
人口減少下にあっても、生活に関連する諸機能を維持

し、地域社会を保っていくためには、地域の実情を踏ま
えつつ、人口規模で30万人前後、時間距離で１時間前後
のまとまりを目安とした複数の市町村からなるまとまり
を念頭に置いた対応が基本となる。

◆都市圏数 82
◆都市圏人口 115,368千人

（全国比90.9％）
◆都市圏面積 20.3万k㎡

（全国比54.6％）

（出典）国土審議会調査改革部会報告（平成16年５月）及び
（出典）都市・地域レポート2005（国土交通省
都市・地域整備局） 新しい国のかたち「二層の広域圏」を支える総合的な

交通体系最終報告（2005、国土交通省）

○ 圏域内において、災害、犯罪からの安全性、福祉、医療、衛生等の生活サービス水準の維持といった基礎的ニーズを充足する。
※ なお、街なかの賑わい創出、美しい景観の形成、ライフスタイルに合わせた多様な暮らしの実現といった高度かつ多様なニーズの充足については別途検討が必要。

○ あくまで上記目的を達成するため最低限必要となる空間的な広がりの目安であり、各地域において基礎的生活サービスの提供区域を設定す
る際の参考として活用してもらうために提示するものであり、国や地方公共団体が地図上に明示的に指定するものではない。

○ 人口減少、高齢化、環境制約、自治体の財政制約等の社会経済情勢下において、上記目的を持続的に達成するための規模、土地利用、交通
体系等の構造、行政と民間の役割分担等の考え方をパッケージで提示。

【目的】

【性格】

【ｱﾌﾟﾛｰﾁ】
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急傾斜地崩壊危険箇所24箇所に

○市街地の無秩序なスプロール化の進展により、土砂災害の危険性は急激に高まっている。

《宅地開発の現状（広島市佐伯区の事例）》

急傾斜地崩壊危険箇所は４箇所

開発により山麓にまで及んだ住宅地を襲った土石流・がけ崩れ災害

（平成11年６月末豪雨による広島市の被災状況）
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都市の拡大と土砂災害の危険性の高まり（広島市の事例）

（出典）：国土交通省河川局砂防部資料


